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公開日 2012 年 11 月 15 日

Waseda Vision 150 法務研究科の将来構想

１．基本コンセプト

法務研究科は、その創設以来、「挑戦する法曹」の養成を大きな柱として、その教育活動を展開してき

た。「挑戦する法曹」とは、法律学の専門知識を具え、それを批判的に検討し、さらに発展させる創造的

な思考力を持つとともに、社会に生起する法律問題を的確に分析し、解決する能力を持つ志の高い法律

専門職を意味する。「挑戦」に込められた本研究科の目標は、高い専門性を持った知識を基盤として、変

動し続ける社会の諸問題に正面から立ち向かい、新たな時代を切り拓くいかなる努力も惜しまず、そし

て何よりも、人の喜び、苦しみ、痛みなどを理解できる豊かな人間性を持つ人材を育成することにある。

このような目標を達成するため、本研究科では従来から二つの点における教育に力点を置いてきた。

第一は法曹として法律実務を的確に処理できる基礎知識・実務能力の養成、第二は法的問題を抱える人々

の思いを真摯に受け止め、これに正面から応えようとするマインドの養成である。今後 5 年間の本研究

科の教育目標は、基本的にこうした 2 つの能力・資質を養成する視点から、カリキュラム・教育内容等

をさらに充実させることにある。その際に重要となるのは、単に本研究科に在籍する 2 年間ないし 3 年

間という枠組で上記の人材育成を考えるのではなく、研究科に入学する前の段階から、修了して法律専

門職となった後の段階に至るプロセスの総体について、本研究科が一貫した目標をもって関与すること

である。法科大学院が司法制度改革の一翼を担うべき組織として設立されたことを想起するならば、単

に「法曹になりたい人」を受け入れ、これを教育するだけではなく、社会人経験者や他分野における専

門知識を持つ人など「法曹になってほしい人」を積極的に掘り起し、法曹として活躍する機会を与える

ことも重要である。また、修了後の問題として、修得した実務能力・マインドを十分に生かし働くこと

のできる「場」を積極的に開拓し、法曹として飛躍する機会を確保することも不可欠である。さらに、

専門化が進む法律実務の現状を考えるならば、法曹として仕事を始めた者に対して、さらに専門性の高

い教育を継続して行っていくことも本研究科の任務と言えよう。

こうした観点から、本紙は学生の在学期間を中心としながら、その前段階の入学前の問題および修了

後の教育についても構想するものである。

２．入学前の段階

（１）入学者選抜

全国的に社会人経験者・法学部以外の学部出身者が法科大学院を志望する数が減少する傾向にある。

こうした点を踏まえ、社会人・他学部出身者のこれまでの動向を、入試から修了・司法試験の合否に

至るまで分析をしたうえで、2013 年当初から始まる 2014 年度入試の広報活動等に役立てるとともに、

2013 年度上半期においては、2011 年度入試から設けている「社会人・他学部出身者優先枠」の制度に

加えて、何らかの追加的な措置を講じるべきか検討する。

（２）入学前教育

本研究科に入学が決まった者が、4 月に授業を受講し始めるまでの間に行われる「導入教育」の
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内容について、再検討が必要な時期に来ている。既修者として 2 年次から入学する者が増えた現状を

踏まえると、法科大学院における法律専門知識の本格的な学習の準備講座的な内容に留まらず、上記

のマインドを養成する実務系科目のクリニックやエクスターンシップに関する導入的な内容も取り入

れることが求められている。これについては、2013 年度入試における入学者から導入することを決定

している。

３．在学中の段階

（１）カリキュラム・授業内容

①認証評価結果に対応した改革

2011 年度に日弁連法務研究財団による認証評価を受けたが、その際に指摘を受けたカリキュラ

ム・授業内容に関する点については、できるだけ早く対応をはかることが必要である。特に、ワー

クショップについて、履修上の義務的な枠組がなく、学生は特定のワークショップを意識して体系

的な履修をしているわけでないことが指摘された。この点、2012 年度中に、特定のワークショップ

内の科目から一定数の単位を修得することを義務づけるなどの措置を検討し、2013 年度 1 年次入学

者から導入する。

②「2 年間カリキュラム」の構想

現行のカリキュラムは、2011 年度入試から未修者・既修者の選抜を別枠で行う方式を採用するこ

とを踏まえ、2010 年度から新たに導入されたものである。しかし、カリキュラムの基本は 3 年標準

課程での教育を想定しており、法律学を学習した経験をまったく持たない者が 3 年間かけて一定の

水準に到達することを目的としてきた点に変更はなかった。このため、既修者は 3 年間のカリキュ

ラムの一部（後半 2 年分）を履修するものと位置づけられ、既修者に特有の問題をフォローするこ

とを主眼としてきた。（中級民法、発展民訴、発展刑訴等の導入など）。しかし、入学者の内、未修

者が 100 名程度、既修者が 170 名程度である現状を踏まえるならば、入学前段階で一定の法律知識

を持つ既修者を、「2 年間」で一定水準に到達させるカリキュラム・教育内容（「2 年間カリキュラム」）

を積極的に構想すべき時期に来ていると考えられる。この点についても、2012 年度・13 年度におい

てカリキュラム検討委員会および教授会で検討を進める。

③統一基礎力確認試験の実施拡大

2011 年 3 月、2 年生に対して初めて、「統一基礎力確認試験」が実施された。その結果、既修者と

して２年次から入学した学生と、未修者として 1 年次から進級した学生の成績の間には有意な差が

見られた。全般的に見て、1 年生からの進級者には、基礎的知識が十分に定着しているとは言えない

状況である。こうした点を踏まえるならば、1 年次末においても、同様の基礎力確認試験を実施する

意義はあると考えられる。実施の可否、実施する場合の科目・問題内容のレベル、問題作成のあり

方などの実施上の課題等について、2012 年度中に検討を行う。

（２）実務系基礎教育の充実

①クリニック事務所との連携強化

クリニック科目は本研究科の教育において「中核」に位置づけられ、その更なる充実は今後の重

要な課題である。そうした観点から、本研究科とクリニック授業の業務を委託しているクリニック
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事務所との連携を強化する方策をとる。2011 年度から臨床法学教育委員会において、こうした連携

が模索されてきているが、2012 年度からは本研究科執行部が、クリニック事務所の代表（本研究科

の専任教員でない者も含む）、臨床・実務基礎系懇談会の代表との協議の場を設定し、積極手にクリ

ニック授業実施における課題・要望等を検討することとする。

②実務家教員と研究者教員の交流促進

実務科目は単に実務的な内容を教えるというだけでなく、法理論と実務を架橋する重要な機会で

もある。そうした観点から、実務家教員と研究者教員が積極的に交流を進め、相互触発を行うこと

によって、お互いの教育内容を高める不断の努力が重要となる。FD 研修会の充実に加えて、実務家

教員と研究者教員の交流を実現する制度的な方策の検討を 2012 年度秋から行い、2014 年度から実現

することを目指す。

③エクスターンシップ受入先の拡大

入試改革により、数年間は 2 年次の学生数が通常よりも多い状況になっており、2 年次夏休みを中

心に実施されるエクスターンシップを希望する学生も増大してきている。エクスターンシップは実

務教育の中核の一つであるだけに、この状況への対応は喫緊の課題である。受入先を一気に拡大す

る方策はないが、稲門法曹会などを通じて徐々に受入可能な法律事務所等の開拓を行い、2016 年度

までに受入先数を 150 箇所（受入人数 200 名）に拡大することを目標とする。同時に、個々の学生

が自ら受入先を探す「自己開拓」についても推奨する。

（３）学修支援

①アカデミック・アドバイザリー制度の充実

現在、アカデミック・アドバイザー（AA）の数は 70 名を超え、彼らによる学生に対する積極的

な学修支援は、外部からも本研究科の特徴の一つと認識されるようになっている。土曜日を中心

に、毎週開催されるゼミの数は 10～15 を数え、個々の内容についても学生の評価は高い。ゼミ等の

企画は AA の主体的な希望をベースに、アカデミック・コーディネーター（AC）と教務主任の協議

で決定されてきた。しかし、多様な内容のゼミが実施されている一方で、ゼミ相互の連関性や学年

進行に伴うレベル設定のあり方などに統一性が不足しているという課題もみられる。2013 年度から

は一定程度の統一性を確保する方向で、2012 年度内から検討を始める。

②クリニック AA の設置

クリニック授業は、実務家教員と研究者教員がペアになり、4～5 名の学生を指導している。しか

し、学生は正規の授業時間以外にも事件に対応するために調査や書面作成などを行っており、こう

した実務的作業について、担当教員の指導のもとで、本研究科を修了した弁護士がボランティア

で支援を行ってきている。こうしたクリニックにおける学修支援は、比較的近い年齢の先輩に実務

の指導を受けられる点で、学生にとっても将来の具体的な「キャリア・イメージ」を構築できる良

い機会となっている。こうした点から、現在はボランティア・ベースで行われている支援を、AA

制度に組み込み、新たに「クリニック AA」を制度化する。すでに 2011 年度において、クリニック

事務所および臨床・実務基礎系懇談会と協議を開始しており、可能であれば一部のクリニック授業

については 2012 年度秋学期から、そして 2013 年度からは本格的に開始する。
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（４）国際化

①交換留学制度の拡充

2012 年度入試から「留学特別枠」の制度を導入したこともあり、留学を希望する学生（特別枠以

外での入学者も含めて）は増加する傾向にある。しかし、希望者が集中する LL.M.コースに入学でき

るアメリカの大学は限られており、交換協定を締結する大学を拡大すべきか検討課題となっている。

これについては、2012・2013 年度をかけて慎重に検討を進める。なお、すでに留学を経験した本研

究科の修了生・学生は 20 名近くに達しており、これを一つの同窓会グループとして組織化し、新た

に留学を希望する学生に対して相談会等の実施することも考えられる。この組織化については、2012

年度中を目途に推進する。

②海外エクスターンシップ受入先の拡大

長期 1 年間の留学については、経済的な理由や司法試験に向けた勉強への不安から躊躇する学生

も、短期であれば海外で経験を積みたいと希望する者は多い。こうした点で、2 週間の海外エクス

ターンシップは重要な制度である。2011 年度においては、カンボジアにおける JICA の法整備支援活

動、シンガポールおよび韓国の法律事務所、サムスンの韓国本社などが受入先となっているが、こ

れも徐々に拡大することが必要である。2016 年度までには、日本の弁護士事務所の海外拠点も含め

て、受入先を 10 箇所程度にすることを目標に、国内のエクスターン受入先拡大と連動した活動を展

開する。

③Transnational Program・Global Forum の再検討

国際性を涵養するという点で、Transnational Program が果たしてきた役割は大きい。しかし、2010

年からペンシルバニア大学・フランクフルト大学・清華大学との間の Global Forum が開催されるよ

うになったことで、同 Program との連携をはかるべき時期に来ている。こうした観点からトランス

ナショナル委員会を中心に、2012 年度中に今後３年間の Transnational Program・Global Forum に関す

る基本戦略を検討する。

④協定校からの受入推進のための措置

交換協定に基づいて、毎年必ず学生を本研究科に派遣してくる協定校がある一方、ペンシルバニ

ア大学やコーネル大学など、本研究科から派遣される学生は毎年いるにもかかわらず、先方から来

る学生が少なくなってきている協定校がみられる。こうした点を勘案すると、本研究科への留学が

アメリカの学生にとって更に魅力的なプログラムとなることが重要である。一つの構想として、秋

学期における早稲田での学修とあわせて、夏休み期間に日本の弁護士事務所、企業、NGO などでイ

ンターンを経験するプログラムが考えられる。2012 年度中に、エクスターンシップの受入先などに、

この可能性を打診することから開始し、少数であっても 2014 年度から実施する方向で準備に入る。

⑤英語による講義の体系化と充実

現在、留学生向けに 10 以上の科目において英語による講義を開講しているが、それらは全体とし

て必ずしも体系的であるわけではない。カリキュラム体系に準じたものとして、そもそも留学生に

何を、どの程度教えるべきかを、本格的に検討すべきであろう。この点は、今後 3 年間程度をかけ

て、議論を行う。

（５）キャリア教育・支援
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①「キャリア支援室」の設置

司法試験に合格した場合においても弁護士として就職することが困難になっており、また法曹以

外に転身する学生にとっても、適当な職を探すルートが定まっているわけではない。そこで、法科

大学院修了者のキャリア形成に関する情報を収集・調査・研究し、あわせて学生からの相談に応じ

る「キャリア支援室」を設置し、2012 年度中にキャリア教育委員会において検討を行い、可能であ

れば、2013 年度より限定的ながら業務を開始する。

②「稲門法曹サマークラーク」（仮称）の創設

弁護士事務所等に就職する道筋として、サマークラークという制度があるが、これを実施してい

るのは大手事務所に限定されている。したがって、多くの学生にとって、弁護士事務所への就職活

動は、何らかの個人的なコネクションを通じたものとならざるをえないが、そうした関係を在学時

に構築する機会はきわめて限られている。他方、サマークラークを実施していない弁護士事務所の

側は、定型的な人材確保のルートを持っているわけではなく、現下の状況では、一般公募などを行

うと処理できないほどの応募者が発生し、本来業務に支障をきたす危惧さえある。また、書類選考

や面接だけでは、必ずしも求めている人材が採用できるわけでもない。独自にサマークラークを実

施する労力をかけることはできないが、短期であっても一緒に働かせてみたうえで採用の可否を判

断したいという要望は潜在的に存在している。

そうした観点から、新たに「稲門法曹サマークラーク」（1 週間の派遣・無給を基本とする）の制

度を創設し、サマークラークの選考・派遣業務を本研究科が行うことを検討する。具体的には、稲

門法曹会の弁護士がいる事務所を中心に、早稲田大学がサマークラークの派遣を実施することを周

知し、個別に依頼を受け付ける。依頼を受けた場合には、本研究科（あるいは法務教育研究センタ

ー）が、事務所が提示した条件にそって、サマークラークを希望する本研究科の 3 年生から 2～3 名

に絞り込む。これについて事務所が面接等で選考を行ったうえで、サマークラークとして採用する。

サマークラークは将来の採用を約束するものではなく、あくまで事務所と学生の「見合いの場」を

提供するものである。

2012 年度秋以降、稲門法曹会・ロースクール稲門会とも協議を開始し、限定的であっても 2014 年

度から実現する方向で準備を進める。

③一般企業への就職支援

これまで、法曹以外に転身することを希望する学生は「例外」的な存在として、本研究科が適切

なタイミングをはかって、就職活動に関する適切な情報を伝達し、あるいは説明会・相談会等を実

施するといったことは行ってこなかった。しかし、こうした学生の数が増加するとともに、一般企

業への就職支援に関する要望も多くなってきている。キャリア教育委員会（および上記「キャリア

支援室」）を中心として、法科大学院修了者を採用する企業のニーズに応じたスケジューリングを行

い、学生に対する働きかけを行う体制を、2014 年度を目途に構築する。

４．修了後の段階

（１）法務研修生の支援

①19 号館の運営体制

2012 年 4 月より、新たに「法務研修生」の制度を設置し、19 号館内に独自の学習スペースを設け
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た。本年度の実施状況を見たうえで、2013 年度以降、19 号館の運営体制を効果的かつ効率的なもの

とするよう検討を行う。

②AA ゼミ等の充実

「法務研修生」の導入とともに、AA は 19 号館内で、同研修生や特別研修生を対象としてゼミや

ブース相談を開始した。プログラム内容はまだ暫定的なものであるが、2012 年度秋学期からは本格

的なプログラムを実施する方向で検討を行う。

③キャリア支援

「キャリア支援室」を中心として、修了生についても、在学生に対するのと同様にキャリア支援

を行うことを検討する。

（２）継続教育の充実

①実践講座の拡充

法務教育研究センターが中心となり、現役の法曹・法律実務家に対して実践講座を実施してきた。

しかし、複数回にわたる講座については、必ずしも応募者数が十分なものとは言えず、同講座の持

ち方について再検討をする必要がでてきている。一方 2011 年度には、初めて大阪で単発の同講座を

開催したが、これは好評で多くの参加者を得た。講座の内容・持ち方だけでなく、東京以外の場所

での展開の可能性についても考慮する必要があろう。2012・2013 年度は試行的に単発の講座を東京

でも開催するとともに、稲門法曹会の地方支部とも連携をはかり、2012 年度秋以降に東京以外でも

開催する方向で準備を進める。

以 上


